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科学技術動向研究

小水力発電の現状・意義と
普及のための制度面での課題

　1990 年代以降、直接的には CO2

を排出しない再生可能エネルギー
による発電は、地球温暖化対策と
いう観点から拡大の必要性が指摘
されてきた。しかし、発電コスト
の高さや発電状況が自然環境に左
右されるので安定的な発電が困難
であるという多くの再生可能エネ
ルギー固有の性質、そして特に日
本では政策による後押しが弱いと
いう事情もあって、普及が遅れて
いた。しかし、東日本大震災によっ
て引き起こされた東京電力福島第
一原子力発電所の事故により、再
生可能エネルギーの急速な普及・
拡大が日本においても極めて重要
な政策課題のひとつとなったこと
は周知の通りである。
　再生可能エネルギーの普及・拡
大が必要とされる理由の 1 つは、
その環境負荷の小ささである。し
かしそれだけではなく、「分散型」
エネルギーシステムに親和的であ
るということも注目を集める大き
な理由となっている。これまでの
日本の電力供給システムは、遠隔
地に大規模な発電所を設置し、そ
こから消費地に送電を行う「大規
模集中型」が主流であったが、こ
の方式は大規模発電所に事故があ
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ると広範囲に重大な影響を及ぼす
ことが東日本大震災によって再認
識された。相対的に小規模の発電
設備で消費地に近いところで発電
を行う分散型電源にある程度依拠
したシステムがあれば、そのよう
な供給リスクを低減させることが
可能になる。国家戦略室のエネル
ギー・環境会議が 2012 年 3 月に
発表した「エネルギー規制・改革
アクションプラン～グリーン成長
に向けた重点 28 項目の実行（案）」
においても、電力システム改革の
一環として「分散型電源の活用・
拡大」があげられている1）。勿論、
分散型電源も供給リスクは存在
するので、「集中型」と「分散型」
とのバランスが求められる。
　ところで再生可能エネルギー
による発電というと、従来は太
陽光発電、風力発電、バイオマ
ス発電がイメージされることが多
かった。その一方、小水力発電は
相対的にあまり注目されることは
なかったと言ってよいだろう。こ
れは、水力発電は完成された技術
であるため技術的には成熟してお
り、太陽光発電等と比較してフロ
ンティアというイメージが弱いこ
と、また、大規模ダムによる水力

発電が自然破壊を引き起こしてい
るという批判が行なわれるように
なり、さらにそれが「公共事業批
判」と結びついたことも影響して
いるかもしれない。しかし、今日
の日本で「再生可能エネルギー発
電」と定義される発電の中で最も
発電量が大きいのは小水力であ
り、今後の開発・普及ポテンシャ
ルもまだ十分に存在している。ま
た、太陽光発電や風力発電では大
規模化も構想されている一方、小
水力発電はその定義上、出力規模
はあまり大きくならないので、将
来的にも分散型発電システムに親
和的である。環境負荷が小さく、
かつ分散型システムとの親和性と
いう 2 つの基準に関しては、再生
可能エネルギー発電の中でも小水
力発電は非常に適合的といえる。
　本稿では、主に日本における小
水力発電をとりまく状況、および
それが普及する意義について概観
したうえで、小水力発電をより一
層普及・発展させるための課題に
ついて、主に制度面から検討を行
なう。なお水力発電の技術的な面
に関しては、すでに科学技術動向
2010 年 3 月号で触れられている
ので、そちらを参照されたい2）。

1 はじめに
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2-1

小水力発電の定義

　「小水力」というからには、出
力規模が小さい水力発電であるこ
とは当然であるが、規模に関し
て厳密な定義が存在しているわ
けではない。例えば、ヨーロッ
パ 小 水 力 発 電 協 会（European 
Small Hydropower Association：
ESHA）は、小水力発電とは出力
規模が 1 万 kW 以下の水力発電
であるとしている3）。日本では新
エネルギー・産業技術総合開発
機 構（NEDO） が 1000 kW 以 上
1 万 kW 以下のものを小水力、さ
らに 100–1000 kW のものをミニ
水力、100 kW 未満のものをマイ
クロ水力と分類している4）。しか
し、これらは必ずしも一般的では
ない。後で詳述するように、「新
エネルギー」促進を目的として
2003 年から施行された「電気事
業者に対する新エネルギー特別措
置法」で、出力規模 1000 kW 未
満の水力発電が促進の対象となっ
ている一方、2011 年 8 月に制定
された「再生可能エネルギー特別
措置法」においては促進の対象
は 3 万 kW 未満のものを指して
いる。資源エネルギー庁は、出力
規模 3 万 kW 未満のものを「中小
水力」と称している。本稿におい
ては、国際的に小水力の基準とさ
れることが多い出力規模 1 万 kW
以下を全て小水力と称して論考の
対象とする。
　水力発電は一般に水の落差を利
用するものであるが、その水の利
用方法に注目すると、流れ込み
式・調整池式・貯水式・揚水式
の 4 種類、発電に利用する落差を
確保する方式に注目すると、水路

式・ダム式・ダム水路式の 3 種類
に分類される5）。小水力発電は、比
較的少ない流量と小さな落差を利
用するケースが多いので、ダムを
もたず河川水を貯留することなく
そのまま利用する流れ込み式、あ
るいは川の上流で堰から水を取り
入れ導水路で落差が得られるとこ
ろまで水を引き発電する水路式が
一般的な発電方法となっている6）。
ただし、非常に小規模なものであ
ればダムも利用されることがある。

2-2

小水力発電の実施箇所

　小水力発電は、これまでは主に
河川もしくは農業用水などの水路
で行なわれ、立地地域コミュニ
ティ（農山村地域など）の電力需
要を賄い、余裕があれば売電を行
うというケースが多い。原理的に
は落差があれば発電可能なので、
上下水道の施設内やビル等の建造
物内部で行なわれるケースがあ
る。設置に際し煩雑な手続きがほ
とんど必要のない上下水道関連施
設や一般の建物内部での小水力発
電も徐々に増え始めている。

2-3

これまでの小水力発電の
現状と今後の

開発ポテンシャル

　千葉大学公共センターと NPO
法人環境エネルギー政策研究所が
行なっている「エネルギー永続地
帯」の推計によれば、2008 年の
再生可能エネルギーによる発電量
に占める出力規模 1 万 kW 以下の

水 力 の 比 率 は 61.05%、1000 kW
未満に限っても 5.04% と、バイオ
マスによる発電比率 4.17％よりも
大きかった7）。ただし、これは最
近になって小水力発電の開発が積
極的に行われてきた結果ではな
く、伸び率をみると、小水力は太
陽光や風力と比べるとむしろ小さ
い。過去に開発された小規模の水
力発電が今日においても稼働して
いることを示している。
　小水力発電の今後の開発ポテ
ンシャルについては、いくつか
の推計が行われている。図表 1
は、資源エネルギー庁が実施して
いる「包蔵水力調査」（2004 年 3
月）によって推計された水力発電
の開発余地を示したものである。
これによると、出力規模 1 万 kW
以下のものは総計で 600 万 kW
以上の開発余地がある8）。その一
方、1000 kW 以下のものについ
ての開発余地はわずかとされてい
る。他の出力区分については、出
力規模が小さくなるにつれて未開
発の地点数が増加しているにもか
かわらず、1000 kW 未満だけ未
開発地点数が非常に小さく見積も
られている。一般に、出力規模が
小さくなるほど設置は容易にな
り、対象地点は増加するはずであ
る。上記「包蔵水力調査」による
推計においては、経済性が低いと
考えられている渓流や小河川は最
初から検討対象とされていないこ
とから9）、小規模地点に関するポ
テンシャルとしては、図表 1 は過
少推計になっている可能性が高い
と考えられる。
　環境省も 2011 年 3 月に公表し
た「再生可能エネルギー導入ポ
テンシャル調査」の中で、小水力
発電のポテンシャルを推計してい
る。図表 2 はそれをまとめたもの
であるが、出力規模 1 万 kW 以

2 小水力発電に関する現状と開発ポテンシャル



科 学 技 術 動 向　2012年 5・6月号

12

図表 1　資源エネルギー庁による出力別包蔵水力の試算

図表 2　環境省調査による小水力発電の導入ポテンシャル（河川部）

出典：資源エネルギー庁ホームページ（http://www.enecho.meti.go.jp/hydraulic/index.html）
を基に科学技術動向研究センターにて作成

出典：参考文献10）を基に科学技術動向研究センターにて作成

下の導入ポテンシャル（河
川 部 ） は、 約 1300 万 kW
とされている10）。ここで
の導入ポテンシャルとは、
種々の制約条件を考慮せず
に理論的に推計した賦存量
から、自然的・社会的制約
条件から利用不可能な地点
を差し引いたものである。
一方、既開発分は差し引か
れていない。図表 1 の「包
蔵水力調査」によれば、出
力規模 1 万 kW 未満のもの
は既に約 350 万 kW 開発さ
れているので、単純計算で
は 約 950 万 kW（＝1300 万
－350 万）の開発余地が存
在することになる。両調査
は推計方法が異なるので、
単純に差引することは厳密には適
切ではないが、大まかな傾向を把
握することはできる。
　環境省の推計では、特に 1000  
kW 未満のポテンシャルが約 530
万 Kw、地点数で 1 万 8229 箇所
となっており、図表 1 の包蔵水力
調査と比べて大きいが、それでも
過少推計ではないかという指摘も
ある11）。環境省の推計では、農業
用水路における小水力発電の適地

は 593 箇所、出力規模で約 25 万
8000 kW である。小林 [2011] は、
小水力発電設備を既に導入してい
る扇状地上の農業用水を対象に、
延長約 18 km の幹線水路と延長
12 km の支線水路について開発余
地の試算を行った。一定以上の落
差がある部分を小水力発電適地と
考えると、合計約 30 km の農業
用水路区間に適地は 100 箇所あっ
た。日本の農業用水は幹線水路だ

けで 4 万 km と言われている。た
とえ平坦な土地を流れ適地を見
つけにくい農業用水路が少なく
なかったとしても、4 万 km の中
で 593 箇所だけとは少なすぎると
小林 [2011] は指摘している。特に
1000 kW 未満のポテンシャルに
ついて、より詳細な調査が必要で
あろう。

http://www.enecho.meti.go.jp/hydraulic/index.html


13

小水力発電の現状・意義と普及のための制度面での課題

科 学 技 術 動 向　2012年 5・6月号

図表 3　主な再生可能エネルギー発電の特徴

出典：環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/shg/page02.html）
を基に科学技術動向研究センターにて作成

きに、導入ポテンシャルが小さい
という点は、小水力発電の開発を
促進する意義自体を問うものとい
えるかもしれない。
　まず、小水力発電を日本の主た
る電源とすることは、そのポテン
シャルからみて不可能である。し
かし東日本大震災による福島第一
原発事故以後、原子力発電に対す
る依存度は下げざるを得ず、同時
に地球温暖化防止のため二酸化炭
素排出削減も求められている。こ
のような状況下では、少しでも再
生可能エネルギーによる電力を増
加させることは、莫大なコストが
かからない限り意義があると言え
る。その中で例えば、出力規模 1
万 kW 以下の小水力発電の導入
ポテンシャル約 1050 万 kW とい
う環境省による推計が正しいとし

3-1

小水力発電のメリット12）

　他の再生可能エネルギー発電と
比較したときの小水力発電のメ
リットとしては、

（1）設備利用率が 60–70% 程度で
あり他の再生可能エネルギー
による発電方法と比較して非
常に高い

（2）出力変動が比較的小さいの
で、系統を不安定にさせにくい

（3）事前調査や工事が相対的に
簡単

（4）水力発電の基本的技術は既に
成熟しているので、技術自
体の不確実性は低い

といったことがあげられる。
　一方、小水力発電を進める際の
問題点としては、

（1）水の使用について利害関係が
つきまとい、新たに発電を
行う場合の法的手続きが煩
雑となる

（2）一般に発電コストを下げるた
めには、同種の機器を多く生
産することが求められるが、
立地毎に条件（落差・流量）
が大きく異なることから、そ
れに合わせた仕様にせざる
を得ないため、他の発電機
器と比較すると機器の量産
効果は期待できない、

といったことがあげられる。

3-2

小水力発電を促進する
意義とは何か？

　太陽光や風力といった他の再生
可能エネルギー発電と比較したと

た場合、これが全て開発されれ
ば、2009 年における一般電気事
業者の全発電設備容量 2 億 3,715
万 kW の約 4％に相当する13）。最
大限の節電が求められている今
日、この数字は小さくはない。そ
もそも、小水力発電の導入ポテン
シャルが相対的に小さいと言われ
るのは、流水量や落差等の賦存量
が、太陽光や風力に比較すれば、
ある程度正確に見積もることが可
能であることの裏返しという面も
ある。すなわち、小水力は技術的・
経済的な面で相対的に低いリスク
で開発できる再生可能エネルギー
発電であり、優先して開発すべき
再生可能エネルギー電源であると
言える。
　しかも、小水力発電開発を促進
する意義は、全体的な再生可能エ

出典：環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/shg/page02.html）
より引用

図表 4　小水力発電の最大出力に対する出力比率の変化（イメージ）

3 小水力発電促進の意義と問題点

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/shg/page02.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/shg/page02.html
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　これらの市町村のほとんどは、
小水力発電の適地である中山間地
域に位置した小さなコミュニティ
である。今日の段階でも、小水力
発電はこうした市町村（近隣地域
を含む）の電力需要のかなりの部
分を賄うことができる。未開発の
小水力発電が開発されれば、この
ような潜在的に「エネルギー（電
力）自給率」が高いコミュニティ
は大幅に増える。
　東日本大震災による電力需給の
ひっ迫は、ある程度分散型電源に
依拠したシステムを取り入れる重

ネルギーによる電力供給の増加に
だけあるわけではない。上述の「エ
ネルギー永続地帯」による再生可
能エネルギー電力の推計では、各
市町村の民生および農水部門にお
ける電力需要を当該地域の再生可
能エネルギー電力供給でどの程度
賄われているかを示す「自然エネ
ルギー電力自給率」を推計してい
るが、2008 年時点で 30 以上の市
町村では小水力発電だけで「電力
自給率」が 100％を超えており、
50％を超えている市町村は 67 に
のぼる。

要性を再認識させた。しかし、電
力供給システムを分散型に移行さ
せるには、十分な準備と時間が必
要である。設備利用効率が高く、
再生可能エネルギー発電の中では
相対的に負荷変動が小さい小水力
発電の普及は、特に小水力に適し
た中山間地域およびその周辺地域
において、消費地に近い場所で発
電を行う分散型電源に依拠したシ
ステムを実証していく第一歩にも
なり得る。

　小水力発電は、発電能力が地点
ごとの流水量・落差といった個別
の自然条件および後述するような
水利権等の社会的制約を受ける。
小水力発電を行なうためには、地
域の水資源に目を向け、地域で利

害調整や十分な議論をすることが
求められるが、これは地域活性化
のためには不可欠なプロセスでも
ある。実際、小水力発電の導入・
実施を契機にして、持続可能な地
域づくりを行なおうという試みが

各地で実践されている。言わば、
農山村地域における「地域開発モ
デル」としての小水力開発である14）。
以下、いくつかの事例を見てみよう。
　長野県大町市（人口約 3 万人）
では、地元の NPO 法人が、市内

図表 5　「小水力自給率」が 50% 以上の市町村（2008 年）

出典：千葉大学・環境エネルギー政策研究所『エネルギー永続地帯（2008）』を基に科学技術動向研究センターにて作成

4 地域開発モデルとしての小水力発電の開発
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に張り巡らされた農業用水路を
利用して小水力発電を行なうこ
とで、地元で利用する一部のエ
ネルギーを引き出しながら、地場
産品作りや観光施設の低環境負荷
化、あるいは環境学習の場として
も活用し、地域興しにつなげよう
と試みた15）。小水力発電施設を具
体化する上で、後述する水利権と
いう制度的な障壁と、実際に農業
用水路で発電が可能かという技術
的な課題があった。実験地を 3 ヶ
所確保し、それぞれの土地改良区
からの同意書を添付して、河川法
に基づき水利申請を行なった。そ
して、小水力発電の性能試験を立
ち上げながら、同時に自然エネル
ギーや郷土の歴史に関するシンポ

ジウム・ミニ発電に関する学習会
等を行なったのである。その後、
稼動後も水力発電所（最大出力
800 W、300 W、700 W の 3 か所）
を中心としたエコツアーを実施し
たり、環境学習の場として発電所
を利用している。
　岐阜県群上市の石徹白（いとし
ろ）地区（人口約 300 人）におい
ても、地元の NPO が小水力発電
事業に取り組んでいる16）。人口減
少に歯止めがかからない中で、地
域振興を目指していたが、昭和
30 年代までは同地区に小水力発
電所が存在していたことから「温
故知新」という形で小水力発電へ
の取り組みが始まり、2007 年か
ら事業をスタートさせた。小水力

発電開発の動きと並行して地域づ
くりの活動も活発化し、地域外か
らの定住促進の取り組みも始まっ
た。中には、小水力発電の見学
に来たことがきっかけとなって移
住を決めた人もいるとのことであ
る。最近では 2011 年 6 月、農業
用水路に最大出力 2.2 kW の小水
力発電施設が稼働し、発電した電
力は隣接する農産物加工所に送ら
れる計画である。
　勿論、将来的には地域振興のシ
ンボル的存在の小水力発電から、
ある程度の地域の電力需要をまか
なうレベルの事業として成り立つ
必要がある。

　再生可能エネルギー発電は、一
部例外はあるものの、現段階では
一般に発電コストが高いので、他
国においても日本においても何ら
かの政策による後押しがないと普
及は困難である。以下、日本にお
いて小水力発電を対象とした普及
促進のための政策手段を概観する。

5-1

電気事業者に対する
新エネルギー特別措置法
（Renewable Portfolio 

Standard：RPS 法）

　2003 年 4 月に施行された RPS
法は、電気事業者に対して新エネ
ルギー等から発電される電気を一
定割合以上利用することを義務
付けたものである。水力発電に
関しては、当初 1000 kW 未満の
水路式のものに限定されていた
が、2007 年 4 月の同法施行令改
正の際に、出力規模 1000 kW 未

満の水力発電所と改められ、規模
が小さければダム式も対象となっ
た。各電気事業者の毎年度の利用
義務量は、経済産業大臣が 4 年ご
とに 8 年先まで定める「電気事業
者による新エネルギー等電気の
利用目標」をベースに決定され、
2010 年度の利用義務量の合計は
122 億 kWh（全国の販売電力量
の 1.35％）とされた。
　RPS 法の最大の特徴は、電気
と「新エネルギー等電気相当量」
を分離して販売することを可能に
したことにある。そして、電気事
業者の義務の履行は、新エネル
ギー等電気相当量をもって行うの
で、例えば小水力発電の適地がほ
とんどない電力事業者は、義務を
満たすために莫大なコストをかけ
て小水力発電を行う必要はなく、
小水力発電の適地に設置された発
電事業者から新エネ相当量を分離
して購入することで相対的に安く
義務を満たすことが可能である。

5-2

再生可能エネルギー
特別措置法

（固定価格買取法）

　RPS 法は、確実に義務量を達
成することが期待できる政策手段
ではあるが、電力事業者には義務
量以上に再生可能エネルギー電力
を供給するインセンティヴは働か
ないので、義務量が小さければ、
むしろ再生可能エネルギー普及
の「天井」になってしまう恐れが
ある。また、一口に再生可能エネ
ルギーと言っても、各技術の発展
段階等には大きな違いがあり、当
然発電コストも異なる。もし、再
生可能エネルギー発電全体で決め
られた義務量を満たせばよいとい
うことになると、その時点で相対
的に安い発電方法に集中してしま
い、幅広い発電方式の普及を促す
という効果は期待できなくなる。
実際、国レベルのパネルデータを

5 小水力発電をより促進するための政策手段
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用いて、再生可能エネルギー関連
技術に関する特許出願数に対する
政策手段等の影響を定量的に分析
した研究によると、RPS は現時
点におけるコスト面で（再生可能
エネルギーの中では）相対的に有
利な風力発電関連技術の特許出願
数を有意に増加させるが、太陽光
発電等のコスト面で劣っている分
野に関しては特許出願を有意に増
加させるという結果は得られてい
ない17）。
　再生可能エネルギーが普及して
いる欧州諸国では、再生可能エネ
ルギーによる電力を長期間にわ
たって費用回収が可能になる程度
の高値で電気事業者が買い取るこ
とを義務付ける「固定価格買取制
度」の導入を契機に普及が促進さ
れたこともあり、同様の制度の導
入を求める声が日本でも高まっ
た。固定価格買取制は、再生可能

エネルギーによる電力をコスト
回収が可能になる価格で長期間買
取を保証することによって、再生
可能エネルギー事業者に予測可能
性を高めることで、再生可能エネ
ルギー発電の促進を図る制度であ
る。日本における固定価格買取制
度は、まず 2009 年 11 月に太陽光
発電の余剰電力に限定された形で
導入された。当初の買取価格は住
宅用 48 円／kWh、非住宅用は 24
円／kWh で、買取期間は 10 年間
である。その後、対象を全ての再
生可能エネルギーに拡大した「再
生可能エネルギー特別措置法」が
2011 年 8 月 26 日に成立し、2012
年 7 月 1 日より施行されることと
なった。具体的には、太陽光、風力、
水力（出力規模 3 万 kW 未満の中
小水力）、地熱、バイオマスによっ
て発電された電力に関して、電気
事業者は全量買い取り義務を負い

（住宅用太陽光については余剰電
力のみ）、その費用は原則として
使用電力に比例した賦課金として
回収する、すなわち電力料金に上
乗せするという形で電力消費者が
負担することになる。買取価格が
高いほど、電力消費者が負担する
額は大きくなる。ただし、電力購
入にかかった費用が売上高に占め
る比率が一定水準以上の事業者に
対しては、賦課金の減免が行なわ
れる。また、再生可能エネルギー
の普及速度は地域間でばらつきが
ある可能性があるので、その負担
の大きさを調整するための機関を
設置することとされている。電力
会社が徴収した賦課金は、費用負
担調整機関がいったん回収し、そ
の上で実際の買取費用に応じて費
用負担調整機関から交付金という
形で各電力会社に渡す仕組みと
なっている（図表 6）。なお、固

図表 6　固定価格買取制度の仕組み

出典：資源エネルギー庁資料を基に科学技術動向研究センターにて作成
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定価格買取制度の施行とともに、
RPS 法は廃止される。
　買取価格やその期間をどの程度
にするかによって、再生可能エネ
ルギーによる電力の普及度は決定
的に左右されるが、それらについ
ては再生可能エネルギーの種別、
設置形態、規模等に応じて、中立
的な第三者委員会である「調達価
格等算定委員会」（5 名の委員は
国会の同意人事）の意見を尊重し
ながら、経済産業大臣が決定する
こととされた。同委員会は、2012
年 3 月 6 日に第 1 回会議が開催さ
れて以降、様々な再生可能エネル
ギー関連事業者からのヒアリング
などを行いつつ議論を重ね、4 月
27 日に買取価格や買取期間に関す
る委員会提案を発表した（図表 7）。
小水力発電に関しては、200 kW
未満、200 kW 以上 1000 kW 未満、
1000 kW 以上 30000 Kw 未満と設
備規模毎に 3 つに区分され、買
取価格は消費税込みでそれぞれ
35.70 円、30.45 円、25.20 円、買取
期間は 3 区分とも共通で 20 年間
である。
　法の施行から 3 年間は、集中的
な再生可能エネルギー電力の利用
拡大を図るため、買取価格の決定
に際し、再生可能エネルギーによ
る発電事業者の利潤に特に配慮す
ることとされており、今回の委員
会提案はその点に留意したもので

ある。買取価格・買取期間は、そ
れぞれの発電コストの状況等を勘
案して年度ごとに見直される。

5-3

設備投資に対する補助金

　再生可能エネルギー設備設置に
対する補助金は、比較的早い時期
から行われてきた助成政策であ
る。水力発電所の開発には、建設
費用等に対して、経済産業省、農林
水産省等が補助制度を設けている。
　現在、経済産業省は中小水力発
電所建設（新技術導入以外）に対
して、出力規模が 1000 kW 以上
5000 kW 以下の発電所には 20%、

5000 kW 以上 3 万 kW 以下の発電
所であれば 10% の助成、1000kW
以上 3 万 kW 以下で新技術導入
を伴う場合は 50% の助成を行っ
ている。平成 23 年度には、14 の
中小水力開発事業に補助金が交付
された。補助金額は、地熱発電事
業と合わせて約 20 億円である。
　農林水産省の助成制度は、かん
がい排水事業等の土地改良事業
や、農村振興総合整備事業等の一
環として実施されている。かつて
は、発電施設のみの単独整備は対
象ではなかったが、2009 年度よ
り一部の事業で発電設備単独で新
設・更新が可能になった。農林水
産省の助成制度は補助率が 50%
のものが多く、経済産業省のもの
と比べて高めである。

図表 7　調達価格等検討委員会による提案（2012 年 4 月 27 日現在）

出典：調達価格等検討委員会資料を基に科学技術動向研究センターにて作成

　小水力発電を行なう際に特に大
きな障害となり得るのが、「水利
権」の問題である。河川の水を利
用して水力発電を行う際には、規
模に関わらず原則として河川法に
よる「水利使用の許可」を受けな
ければならない。農業用水や工業
用水等、既に許可を得ている水を
利用して水力発電を行う場合で
あっても、利用目的が異なるた

め、新たな許可が必要となる。ま
た、小規模の水力発電であっても、
原則として大規模なダムによる水
力発電と同様の手続きを経なけれ
ばならない。上述の大町市の事例
では、発電を行う団体（この場合
は地元の NPO）が農業用水利用
の許可を得ている団体（土地改良
区）ではなく、水利申請には土地
改良区の同意も必要であった。水

利申請は、事前協議を含め正式な
許可を得るまでに 1 年半の時間が
かかっている。加えて、当初計画
していた 1 ヶ所の小水力発電施設
は、当初協議していたものを越え
る規模の施設を整備したことに
よって地元の土地改良区の反発を
招き、最終的には水車の撤去を余
儀なくされたと報告されている18）。
このように、出力規模 1 kW 未

6 「水利権」問題
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満の規模の発電を行う場合でも、
様々な水利権に関わる調整が必要
とされる。
　しかし、RPS 法により小水力
発電も普及促進の対象となったこ
とで、小水力発電に関する許可水
利権は必要となる手続きが緩和さ
れた19）。2005 年には、他の水利
使用に従属する水利使用に係る添
付書類の省略が認められた。これ
は例えば、農業用水として既に水
利権を取得している場合、田に水
を引いてくる途中で小水力発電

（従属発電）を行うのであれば許
可の手続きを簡便にするというも
のである。翌 2006 年には、許可
を受けた他の目的を完全に果たし
たあとの水を小水力発電に使用す
る場合には、許可も必要ないこと
が周知された。例えば、排水路と
してのみ使われている水路におい
て小水力発電を行う場合には、新
たな許可は不要ということである。
　このように、農業用水等で既に
水利権が設定されている状況で
は、膨大な手続きのうちの一部は
簡略化されてきたが、未だ問題は
ある。通常、農業用の水利用に関
しては、水田耕作を行なう期間は
河川から農業用水に水を引き込む
ことができるが、農業を行なわな
い冬場は限定的にしか水を引くこ
とができない。従って、農業用水

に従属する発電は、冬は発電でき
ないことになる20）。発電を行なう
という理由で冬も水量を確保しよ
うとすると、発電用水利権という
ことになり、別途新たな許可を得
ることが必要になってしまう。
　河川から直接取水して発電を行
おうとする場合には、発電用の水
利権を改めて取得しなければなら
ない。また、取水により影響を受
ける人や団体の同意も必要になる
ため、手続きは非常に煩雑である。
　発電のための水利使用の許可を
得た後も、その運用は厳格なもの
である。水利使用許可により、発
電事業に対しては秒当たり取水量
の最大値が定められ、発電事業者
の取水はつねにこの値を超えては
ならないとされている。ただし、
東日本大震災後の電力需給逼迫期
には、2011 年 4 月 30 日までの暫
定的な措置であるが、一時的に秒
当たりの取水量が最大値を超えて
も、24 時間の平均取水量が許可
取水量を超えなければ良いとされ
た。この措置により、夜間に河川
からの取水量を減らせば、昼間の
ピーク時にあわせて取水量＝発電
量を増加させることが可能になっ
た21）。秒単位で取水量をつねに遵
守しなければならない場合、つね
に変化する自然の水量を相手に秒
単位で管理することは極めて困難

であるから、一時的な撹乱により
許可取水量を超えないようにする
ために、通常は許可量の 95% く
らいに抑えて取水することが一般
的である。しかし、1 日平均で守
ればよいのであれば、若干多く取
水することがあったとしても、1
日の時間の中で調整すれば良いの
で、ほぼ 100% 近い取水が可能に
なり、発電量を 5% 程度増加させ
られる22）。暫定的措置の期限以降
もこの措置を継続する声が強かっ
たが継続は認められず、1 時間当
たりの取水量が許可水量を越えな
ければよいという多少の緩和にと
どまった23）。
　小水力発電の普及の障害となっ
ていた水利権取得に係る煩雑な手
続きやその他の規制は、徐々にで
はあるが緩和され、改善の方向に
ある。例えば、従属発電に関する
手続きの簡素化および標準処理
期間の短縮が、2011 年に成立し
た「総合特別区域法」および「東
日本大震災復興特別区法」におい
て決定された24）。また、2012 年 3
月には、一定の小水力発電に係る
河川環境調査等の不要であること
が通知された。発電水利権の手続
きに関する相談窓口が設置されて
いる。しかし、手続きの簡素化に
関しては、多数の事項が依然とし
て検討途上の段階である25）。

　小水力発電は、太陽光発電や風
力発電と比較すると、設備容量規
模という意味での開発ポテンシャ
ルは大きいとは言えない。しか
し、設備利用効率の高さや負荷変
動の小ささ、技術的不確実性の小
ささといった、他の再生可能エネ
ルギー発電と比較しても優れた性
質を持ち、消費地の近くで発電を
行う「分散型」の電力供給システ
ムとも親和的であるというメリッ

トを有する。また、地域の水資源
に依存していることから、その開
発のプロセスで地域の資源・環境
を問い直すことが不可欠であるが
ゆえに、それを通じて地域活性化
に寄与することも期待でき、実際
に各地域で様々な取り組みが行わ
れている。再生可能エネルギーの
中で太陽光発電や風力発電と比較
すると注目度は低いが、小水力発
電を促進する意義は小さくない。

　小水力発電促進の前提となる量
的な導入ポテンシャルの推計に関
しては、特に 1000 kW 未満の小規
模地点に関しては十分に把握され
ていない可能性があり、今後詳細
な調査を行う必要がある。小水力
発電は、依然としてコスト削減の
技術開発の余地はあるものの、画
期的な技術革新がなくても、制度
面での様々な制約が緩和されれば
大幅な普及が期待できる発電技術

7 まとめ―小水力発電の意義と課題
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である。普及の阻害要因となって
きた水利権等に関する手続きの煩
雑さは徐々にではあるが緩和され
てきたが、小水力発電を十分に促
進するには至っていない。水利権
に係る手続きが厳格であるのには
歴史的経緯があり、また緩和した
場合の影響は十分に検証される必

要があることは言うまでもない。
しかし、今日の日本の電力をめぐ
る状況を考慮すれば、小水力発電
普及の具体的な便益と費用などの
問題点を早急に検討し、これまで
行われてきた水利利用手続き等の
緩和の影響など、様々な規制に関
して改めて見直すことが求められ

ている。
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